
 

水戸市「快適な生活環境」再生計画 

 

都道府県名 茨城県 

作成主体名 水戸市 

区域の範囲 水戸市の区域の一部(西大野，

東大野，圷大野，中大野，下大

野町，小泉町，川又町，平戸町

を除く区域） 
 

 

 

地域再生計画の概要 

 水戸市は、県の中央に位置し、偕楽園や千波湖、那珂川など豊かな水と緑に恵ま

れた自然が多く残っている。近年、宅地開発や生活様式の変化等により、河川の水

質悪化が懸念されている。このため、汚水処理施設等の整備により、水質の浄化を

図っているが、平成１６年度末の汚水処理人口普及率は、８０．３％にとどまって

おり、更に汚水処理施設の整備促進を図ることにより、水と緑に恵まれた自然環境

の保全に努める。 

適用される支援措置 

・汚水処理施設整備交付金 
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